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2024 年 1 月 12 日現在 

 ISBN978-4-426-61495-9  

 

’23〜’24 年版 ユーキャンの FP3 級 きほん問題集 

訂正のお知らせとお詫び 

 
 

この度は、弊社書籍をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本書の記述内容に以下のような訂正事項がございました。お詫びして訂正申し上げます。 

 なお、発行年月日により対象となる訂正箇所が異なる場合がございますので、お手元の書籍の奥付で発行年

月日をご確認のうえ、訂正していただきますようお願いいたします。 

 
 

■「第 8 版 第１刷（2023 年 5 月 24 日）」をお持ちの方 

該当頁 該当箇所 訂正前 訂正後 訂正日 

P.289 第５問 

＜資料＞ 

１行目 

４列目 

令和 2年分の年収 令和 5年分の年収 2024.1.12 

別冊 

P.21 

問 11 

1）２行目 

48 万円を控除 

 

38 万円を控除 2024.1.12 

P.109 解説 12 ➡ P.22 P.422 2023.8.25 

P.232 問 15 

〈親族関係図〉 

莉緒（※） 莉緒 2023.8.25 

P.275 問題 11 

選択肢 

１） 655 万円 

２） 705 万円 

３） 850 万円 

１） 655 万円 

２） 700 万円 

３） 850 万円 

2023.7.21 

P.275 ＜給与所得控除

額＞の表の下 

新規挿入 ＜所得金額調整控除額（給与収

入金額が 850 万円超で一定条件

を満たす場合）＞ 

（給与等の収入金額-850 万円）

×10％ 

2023.7.21 

別冊 

P.17 

 

下から３行目～ 

 

したがって、給与所得：900 万

円－195万円＝705 万円 

株式等にかかる譲渡損失は、損

益通算の対象とならないので、

また、Aさんの給与収入は 850

万円超で 23 歳未満の扶養親族が

いるため、所得金額調整控除が

適用できる。 

2023.7.21 



 2 

給与所得の金額が、総所得金額

となる。 

 

給与所得調整控除：（900万円－

850万円）×10％＝5万円 

株式等にかかる譲渡損失は、損

益通算の対象とならないので、

給与所得の金額から所得金額調

整控除額を差し引いた金額が、

総所得金額となる。 

総所得金額：705万円－5万円＝

700万円 
 


